
保護命令制度の拡充への対応
【１】 令和５年改正後の保護命令制度（重篤な精神的被害を受けた場合も対象）に係る考え方の公表・周知
○ 配偶者暴力防止法に基づく 「基本方針」（令和５年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第１号）

○ 改正法パンフレットを作成、支援機関等に配布
○ Ｑ＆Ａの公表（内閣府HPに掲載）

【２】 保護命令の申立て支援の充実に向けた取組
配偶者暴力相談支援センターにおける申立て支援の充実のため、都道府県に対し、支援の実施に関して留意すべき事項を通知（令和６年２月）
（被害者の支援（申立書作成の助言等）／裁判所への迅速な書面提出／関係機関との連携（医療機関、法テラス・弁護士会との連携、法定協議会の活用等）

【３】 社会全体への周知・広報 （SNSの活用、政府広報 等）

配偶者等からの暴力（DV）被害者の支援に係る取組

被害者支援の充実・強化

【１】 被害者がためらわずに相談できる相談窓口の充実
市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置促進
（令和６年７月事務連絡）

【２】 民間団体による被害者支援を推進
地方公共団体と民間団体（NPO・社会福祉法人等）の連携促進
・ 法定協議会への参加促進
・ 都道府県等への交付金（予算額：令和６年度 3.2億円）

【３】 被害者支援の一環としての加害者プログラム※の実施を推進
○ 試行実施（令和２年度～令和４年度）を踏まえ、「実施のための留意事項」を作成・配布（令和５年５月）
○ 「基本方針」（令和５年９月公布）に 「加害者プログラムの実施の推進」 を明記
○ 都道府県等におけるプログラム実施を促進（担当職員等を対象とした研修会、交付金の活用（令和６年度～）、HPでの情報発信等）

・改正の趣旨（DVの特性（自己への従属を強いるために暴力を用いる）に鑑み、
害悪の告知により畏怖させる行為を広く接近禁止命令等の対象にする必要がある）

・接近禁止命令等の発令の対象となる「自由、名誉、財産に対する脅迫」の内容
・発令要件の「心身に重大な危害を受けるおそれが大きい」の意義

【配偶者暴力相談支援センター】
全国316か所（都道府県171か所、市町村145か所（令和６年４月時点））

【DV相談ナビ】
全国共通番号 #8008（最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながる）

【DV相談プラス】
（24時間電話相談、SNS・メール相談、男性被害者対応等）の継続実施

※ 加害者プログラム：
被害者支援の一環として、加害者に働き
かけることで、自らの暴力の責任を自覚させ、
暴力の再発を防ぐためのプログラム



性犯罪･性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

#８８９１（はやくワンストップ）
→最寄りのワンストップ支援センターにつながる

性犯罪・性暴力被害者支援に係る取組

性暴力被害者のための夜間休日コールセンター
（令和３年10月１日～）

性犯罪・性暴力の夜間の相談や緊急対応
のため、これまで夜間休日には対応して
いないワンストップ支援センターの運営時
間外に、被害者からの相談を受け付け、
ワンストップ支援センターと連携して、支援
を実施

性暴力に関するＳＮＳ相談
Cure time

（キュアタイム）

キュアタイム 検索


